
 

 

（公募型プロポーザル方式(共通)） 

技術提案書の提出者を選定するための評価基準（選定基準） 
 

 
※ 過去10ヶ年（当年度含む）とは技術提案書提出期限の前年度から過去10ヶ年度（H28～R７年度）及び当年度の

４月１日から技術提案書の提出期限までをいう 
※ 管理技術者を２名以上申請する場合は、各管理技術者の最低値の者で評価する 

  

評価
項目 

評価の着目点 判断基準 配点 

企
業
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
部
門
登
録 

当該部門の建設コンサ
ルタント登録等 

「河川、砂防及び海岸・海洋部門」及び「施工計画、施工設
備及び積算部門」の建設コンサルタント登録のない者は選定
しない。 

－ 

専
門
技
術
力 

成
果
の
確
実
性 

過去10ヶ年（当年度含
む）の同種又は類似業
務等の実績 

実績は国、都道府県、市町村等の公共事業を実施する機関の
過去10ヶ年（当年度含む）に完了した業務の実績について評
価対象とする。 

ａ）ダム本体工事に関する試験湛水監視業務 
ｂ）ダム本体工事に関する現場技術業務又は工事監督 
  支援業務 

① 同種業務：ａ）～ｂ）のそれぞれの実績を有する者 
② 類似業務：ａ）～ｂ）のいずれかの実績を有する者 
③ ①②以外は選定しない 

①1 
②0.5 
③選定
しない 

情
報
収
集
力 

地
域
精
通
度 

過去10ヶ年（当年度含
む）の当該地域での業
務実績 

業務実績は新潟県土木部または交通政策局が所管する過去
10ヶ年（当年度含む）に完了した業務の実績について評価対
象とする。 
① 新潟県柏崎地域振興局管内での業務実績がある 
② 新潟県内での業務実績がある 
③ 上記に該当しない場合は加点しない 

①1 
②0.5 
③0 

予
定
管
理
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格
等 

技術者資格及びその専
門分野の内容 

① 技術士の資格を有する 
② 一級土木施工管理技士又はRCCM又はダム管理主任技術

者の資格を有する 
③ ①②以外は選定しない 

①1 
②0.5 
③選定
しない 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去10ヶ年（当年度含
む）の同種又は類似業
務等の実績 

実績は国、都道府県、市町村等の公共事業を実施する機関の
過去10ヶ年（当年度含む）に完了した業務の実績について評
価対象とする。 
① 同種業務：ダム本体工事に関する試験湛水監視業務 
② 類似業務：ダム本体工事に関する現場技術業務又は 

工事監督支援業務 
③ ①②以外は選定しない 

①2 
②1 
③選定
しない 

情
報
収
集
力 

地
域
精
通
度 

過去10ヶ年（当年度含
む）の当該地域での業
務実績 

業務実績は新潟県土木部または交通政策局が所管する過去
10ヶ年（当年度含む）に完了した業務の実績について評価対
象とする。 
① 新潟県柏崎地域振興局管内での業務実績がある 
② 新潟県内での業務実績がある 
③ 上記に該当しない場合は加点しない 

①1 
②0.5 
③0 

専
任
性 

手
持
ち
業
務 

手持ち業務の金額及び
件数 
（特定後未契約のもの
を含む。） 

手持ち業務の件数が10件以上の場合は選定しない。 
（手持ち業務とは、管理技術者又は担当技術者となっている
500万円以上の他業務を指す。） － 

業務実施体制の妥当性 主たる部分が再委託予定となっている場合は選定しない。 － 

合計 /6点 

別表－２ 



 

 

（公募型プロポーザル方式(簡易型)） 
技術提案書を特定するための評価基準（特定基準） 

 

評価

項目 

評価の着目点 
評 価 

[a] 

ウェイト 

[b] 

評 価 点 

[a]×[b] 

 判断基準 
管理 

技術者 

担当 

技術者 

管理 

技術者 

担当 

技術者 

管理 

技術者 

担当 

技術者 

予
定
技
術
者
の
経
験
及
び
能
力 

資
格
要
件 

技
術
者
資
格
等 

予定技術者の保有資格を、下記の順位で評価する。 

Ａ：技術士 
Ｂ：１級土木施工管理技士又はRCCM又はダム管理主任技術者 
Ｃ：Ａ，Ｂ以外 

（複数の資格を有する場合は上位の資格を評価対象とする。） 

A=5 
B=3 

C=非特 
定 

A=5 
B=3 
C=0 

10 5 50/50 25/25 

専
門
技
術
力 

業
務
執
行
技
術
力 

過去10ヶ年（当年度含む）における予定技術者の業務実績を、下記の
順位で評価する 

Ａ：同種業務 ダム本体工事に関する試験湛水監視業務 
Ｂ：類似業務 ダム本体工事に関する現場技術業務又は工事監督 

支援業務 

Ｃ：Ａ，Ｂ以外 
（業務実績は国、都道府県、市町村等の公共事業を実施する機関の実
績について評価対象とする。） 

A=5 
B=3 

C=非特 

定 

A=5 

B=3 
C=0 

10 5 50/50 25/25 

情
報
収
集
力 

地
域
精
通
度 

過去10ヶ年（当年度含む）における予定技術者の地域実績を、下記の
順位で評価する。 
Ａ：新潟県柏崎地域振興局管内での業務実績がある 

Ｂ：新潟県内での業務実績がある 
Ｃ：Ａ，Ｂ以外 
（業務実績は新潟県土木部または交通政策局が所管する業務の実績

について評価対象とする。） 

A=5 

B=3 
C=0 

A=5 

B=3 
C=0 

10 5 50/50 25/25 

業

務

実

施

方

針 

着
眼
点
に
対
す
る 

実
施
方
針 

提案した業務の着眼点に対する実施方針を、下記の順位で評

価する。 
Ａ：発注者が設定したチェック項目に関する記載があり、記載

内容が整合している 

Ｂ：ＡとＣの中位 
Ｃ：発注者が設定したチェック項目に関する記載がない、また

は記載内容が不整合となっている 

着
眼
点

１ 

A=5 
B=3 

C=0 

10 50/50 

着
眼
点

２ 

A=5 
B=3 
C=0 

10 50/50 

そ
の
他 

提
出
者
の 

地
域
精
通
度 

提出者（法人等）の実働拠点について、下記の順位で評価する。 
Ａ：主たる営業所が新潟県内である。 
Ｂ：従たる営業所が新潟県内である。 

Ｃ：Ａ，Ｂ以外 

A=5 
B=3 
C=0 

5 25/25 

事
業
費 

想
定
さ
れ 

る
事
業
費 

想定事業費について、下記の順位で評価する。 
Ｂ：提案内容に相応しい見積もりとなっている 

Ｃ：提示した業務規模と大きくかけ離れているか、または提案内容に
対して見積もりが不適切 

― ― ― 

合計 /350点 

 

※ 過去10ヶ年（当年度含む）とは技術提案書提出期限の前年度から過去10ヶ年度（H28～R７年度）及び当年度の４月１日から技術提案書の提

出期限までをいう 

※ 管理技術者は最低値の者で評価する 

※ 担当技術者は最低値の者で評価する 

※ 主たる又は従たる営業所とは、県内に過去３年間継続した主たる又は従たる営業所があることをいう 

※ 業務実施方針の評価点は各評価者の平均値とする 

別表－３ 


